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農
山
漁
村
滞
在
型
余
暇
活
動
の
た
め
の
基
盤
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

農
林
漁
業
体
験
民
宿
業
者
の
範
囲
の
見
直
し

登
録
制
度
の
対
象
で
あ
る
農
林
漁
業
体
験
民
宿
業
の
範
囲
に
つ
い
て
、
農
林
漁
業
者
又
は
そ
の
組
織
す
る
団
体
以
外
の
者

が
農
山
漁
村
滞
在
型
余
暇
活
動
に
必
要
な
役
務
を
提
供
す
る
場
合
に
も
拡
大
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
五
項
関
係
）

第
二

農
林
漁
業
体
験
民
宿
業
者
の
登
録
に
つ
い
て
の
基
準
の
法
定
化

農
林
漁
業
体
験
民
宿
業
者
は
、
利
用
者
の
生
命
又
は
身
体
に
生
じ
た
損
害
を
て
ん
補
す
る
措
置
等
の
事
項
に
つ
い
て
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
営
業
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
、
農
林
水
産
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
（
以
下
「
登
録

実
施
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
六
条
関
係
）

第
三

農
林
漁
業
体
験
民
宿
業
者
の
登
録
実
施
機
関
に
つ
い
て
の
指
定
法
人
制
度
か
ら
登
録
制
度
へ
の
移
行

一

農
林
水
産
大
臣
は
、
登
録
実
施
機
関
の
登
録
を
申
請
し
た
者
が
、
農
山
漁
村
滞
在
型
余
暇
活
動
の
運
営
に
関
す
る
企
画

若
し
く
は
援
助
又
は
農
林
漁
業
体
験
民
宿
業
者
の
登
録
に
関
す
る
業
務
に
一
定
期
間
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
が

事
務
所
ご
と
に
二
名
以
上
で
あ
る
こ
と
等
の
登
録
基
準
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
登
録
実
施
機
関
の
登
録
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
第
一
項
関
係
）
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二

登
録
実
施
機
関
の
登
録
は
、
三
年
を
下
ら
な
い
政
令
で
定
め
る
期
間
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間

の
経
過
に
よ
っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

三

登
録
実
施
の
義
務
、
登
録
実
施
機
関
の
登
録
の
取
消
し
等
に
関
し
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
関
係
）

第
四

そ
の
他

一

農
林
漁
業
体
験
民
宿
業
団
体
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
関
係
）

二

罰
則
に
関
し
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
五

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

所
要
の
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
関
係
）


